




回答 
 

＜窓口における受付対応について＞             【所管：町民窓口課】 

 

このたびは、マイナンバーカードの代理受領時の窓口における受付対応につきまして、

今後の要望に関することなどのご提案をいただきありがとうございました。 

マイナンバーカードの事務に関しましては、「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律」の中で法定受託事務と定められており、総務省の策定し

た「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に基づき、事務手続きを行っており

ます。 

このたびのお手続きにつきまして、ご本人様の来庁が困難であるため、代理でマイナン

バーカードをお受け取りになるということで、お母様のご本人様確認書類として「後期高

齢者医療被保険者証」と「介護保険被保険者証」の写しをお持ちいただいたことに対しま

して、原本の提示を求めさせていただいたのは、この事務処理要領に掲げられている本人

確認書類の一覧に後期高齢者医療の被保険者証、介護保険の被保険者証と明記されており、

写しでなく原本を確認させていただくことで、なりすましや詐欺的行為などの不正防止を

より厳格に行うためでございます。 

■■様のお母様が老人ホームに入居されており「後期高齢者医療被保険者証」と「介護

保険被保険者証」をその施設にお預けになっているとのことですが、確かにこのようなご

対応を行っている老人ホームは多く、保険証の原本を取りに行くというのは大変であると

思います。 

「後期高齢者医療被保険者証」と「介護保険被保険者証」の写しの件でございますが、

担当課に問い合わせれば町で発行したかどうかは確認できましたが、ご本人様から代理の

方が保険証の原本をお受け取りになり持参していただくことで、お手続きにおきまして、

より一層不正防止を強化できます。 

また「顔写真証明書」につきましては、この事務処理要領に基づき交付を申請した方が

受け取りに来るのが困難であることを明らかとする資料として、提出していただいており

ます。 

担当の職員は、この件のお手続きにつきましては、本人確認書類は常に原本で確認する

ようにさせていただいておりますので、特に他の職員に相談等はいたしませんでした。課

長が対応させていただいた時には、お手続きに必要な書類を揃えていただいておりました

ので、そのままマイナンバーカードの交付の手続きを進めさせていただきました。このよ

うな窓口対応の際に説明が不足していたり、丁寧な対応でなかったりしたことに対し、配

慮がなかったことにつきましては深くお詫びいたします。 

このたびのマイナンバーカードの交付におけるご本人確認の手続きにつきましては、国

の事務処理要領に基づくもので、なりすましや詐欺的行為などの不正を防止するために大

変重要な手続きでしたので、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

ご指摘いただきましたように、窓口にはさまざまな方が来庁され、いろいろなケースが



ございます。窓口対応などにおきまして、可能なことにつきましてはそれぞれの町民の方

にとって利便性が向上するよう対応をさせていただくことが非常に大切であると考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 


